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 学習
がくしゅう

がよくわかり、よりたのしく学
まな

ぶために、タブレットパソコンを上手
じょうず

につかうことが大切
たいせつ

です。タブレットパソコンは、みなさんの学習
がくしゅう

に役立
や く だ

てるための道具
ど う ぐ

です。べんりな道具
ど う ぐ

ですが、

心
しん

ぱいされることもたくさんあります。 

 そのため、「タブレットパソコンのつかい方
かた

」というルールを決
き

めました。このルールを守
まも

り、タ

ブレットパソコンを安全
あんぜん

に、安心
あんしん

して、気持
き も

ちよくつかっていきましょう。 

 

１ 目
もく

てき 

  学校
がっこう

でみなさんがつかうタブレットパソコンは、学習
がくしゅう

のためにつかうものです。 

学習
がくしゅう

のほか（ゲームなど）ではつかいません。 
 

２ つかい方
かた

 

⑴ 先生
せんせい

の言
い

うことをよく聞
き

いて、タブレットパソコンをつかったり、もち帰
かえ

ったりします。 

  先生
せんせい

から「もち帰
かえ

りましょう。」という話
はなし

がないときには、もち帰
かえ

ることはできません。 

⑵ 学校
がっこう

と家
いえ

のほかではつかいません。（こどもクラブでや習
なら

いごとの場所
ば し ょ

ではつかいません。） 

⑶ 登
とう

下校中
げこうちゅう

など、外
そと

ではタブレットパソコンをカバンから出
だ

しません。 

⑷ なくしたり、おとしてこわしたり、水
みず

にぬらしたりしないように十分
じゅうぶん

気
き

をつけます。 

⑸ タブレットパソコンをもったまま走ったり、ゆかや地
じ

めんにおいたりしません。 

⑹ たいようの光
ひかり

がちょくせつあたる場
ば

しょや、ストーブ（エアコン）の近
ちか

くにはおきません。 

⑺ えんぴつやペンでさわったり、らく書
が

きしたり、じ石
しゃく

を近
ちか

づけたりなどしません。 

⑻ 画
が

めんとキーボードの間
あいだ

に物
もの

をはさんでとじないようにします。（画
が

めんがこわれます。） 

【アカウント と パスワード】 

⑼ aibe
ア イ ベ

アカウント（@aibe.ed.jp）は、先生
せんせい

が話
はな

したことのほかではつかいません。 

⑽ パスワードは、ぜったいにほかの人
ひと

に教
おし

えません。（学校
がっこう

をそつぎょうするまでつかいます。） 
 

 

３ 学校
がっこう

でつかうときに気
き

をつけること 

⑴ 休
やす

み時間
じ か ん

やほうか後
ご

も、先生
せんせい

が話
はな

したことのほかではつかいません。 

⑵ つかいおわったら電
でん

げんを切
き

り、先生
せんせい

の言
い

うとおりに、キャビネットにかたづけます。 
 

 

４ 家
いえ

でつかうときに気
き

をつけること 

⑴ 家
いえ

でも学習
がくしゅう

のほかではつかいません。 

⑵ つかう時間
じ か ん

は家
うち

の人
ひと

とよく話
はな

し合
あ

って、長
なが

い時間
じ か ん

はつかいません。 

ときどき休
きゅう

けいしながらつかいます。 

⑶ ねる１時間前
じかんまえ

からは、タブレットパソコンをつかわないようにします。 

⑷ つかい終
お

わったら電
でん

げんを切
き

り、家
うち

の人
ひと

の目
め

のとどくところにおいておきます。 

 
うらもあります。 



５ けんこうのために 

⑴ タブレットパソコンをつかうときは、正
ただ

しいしせいで画
が

めんから目
め

を 30cm いじょうはなします。 

⑵ 20～30分
ふん

に１回
かい

、20びょういじょう、６ｍいじょうはなれたところを見
み

るなど、ときどき

目
め

や体
からだ

を休
やす

ませます。 
 

 

６ 安全
あんぜん

なつかい方
かた

・個人
こ じ ん

じょうほう 

⑴ 学習
がくしゅう

にかんけいないウェブサイトにアクセスしません。インターネットにはせいげんがか

けられていて記
き

ろくがのこります。もしも、あやしい画
が

めんになったときは、すぐに先生
せんせい

や家
うち

の人
ひと

に知
し

らせます。 

⑵ 自分
じ ぶ ん

のタブレットパソコンをほかの人
ひと

にかしたり、つかわせたりしません。 

⑶ 自分
じ ぶ ん

やほかの人
ひと

の個人
こ じ ん

じょうほう（名前
な ま え

やじゅうしょ、電話
で ん わ

ばんごうなど）は、インターネ

ット上
じょう

にぜったい書
か

きこみません。 

⑷ 友
とも

だちをきずつけたり、いやな思
おも

いをさせたりすることを、ぜったいに書
か

きこみません。 

⑸ 学校
がっこう

で、しゃしんやどう画
が

をとるときには、先生
せんせい

が話
はな

したときだけつかいます。 

家
いえ

で、しゃしんやどう画
が

をとるときには、先生
せんせい

からしゅくだいとして出
だ

されたときにつかう

こととし、とって良
よ

いかどうかを家
うち

の人
ひと

にかくにんします。 

どんなときでも、カメラでだれかをとるときは、かならずあい手
て

に話
はなし

をしてからとります。 

⑹ さつえいしたしゃしんやどう画
が

は、インターネットのけいじ板
ばん

やＳＮＳに上
あ

げません。  

 

７ データのほぞん 

⑴ インターネット上
じょう

のしゃしんやどう画
が

などは、先生
せんせい

が話
はな

したものだけつかったり、ほぞん

したりします。 

⑵ 自分
じ ぶ ん

がタブレットパソコンで作
つく

ったデータや、インターネットから取
と

りこんだデータ（しゃ

しんやどう画
が

など）は、自分
じ ぶ ん

のグーグルドライブにほぞんします。 
 

 

８ せっていについて 

⑴ タブレットパソコンのアイコンのならび方
かた

やいち、画
が

ぞうや色
いろ

などのせっていはかえません。 
 

 

９ こわれたり、なくしたりしたとき 

⑴ 学校
がっこう

で、タブレットパソコンやインターネットがつかえなくなったとき、なくしたり、こわ

れたりしたときは、すぐに先生
せんせい

に知
し

らせます。 

⑵ 家
いえ

で、なくしたり、こわれたりしたときは、家
うち

の人
ひと

にたのんで下
した

のところに電話
で ん わ

します。 

 

 

※ わざとこわした場合
ば あ い

など、りゆうによっては修理代
しゅうりだい

などをいただくことがあります。 

10 しようのせいげん 

「タブレットパソコンのつかい方
かた

」をまもれないときや、学校
がっこう

で決
き

めたきまりをまもれないとき

は、タブレットパソコンをつかうことができなくなります。 

○○○○学校
がっこう

 電話
で ん わ

 99－9999 （土日
ど に ち

・祝日
しゅくじつ

をのぞく。たいおう時間
じ か ん

 8:15～16:45） 

※れんらくできなかったときは、つぎの日
ひ

か学校
がっこう

に行
い

った日
ひ

に、すぐに先生
せんせい

に知
し

らせます。 


